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福津市中小企業融資制度の見直しについて 

（現行制度） 

① 融資限度額 ５００万円 

② 返済期間 5年以内 

③ 利率 県小規模事業者振興資金制度より 0.1％低い利率 

④ 保証料補助 融資額の 1％以内 

⑤ 預託金 合計3,500万円、協調融資上限 3,500万円または5,000万円 

 

（金融機関からの意見） 

 A 行 B行 C行 D行 E 行 

①  1,000万円に

増額 

1,000万円に

増額 

1,000万円に

増額 

1,000万円に

増額 

1,000万円に

増額 

②  運転資金は 7

年間、設備資金

は 10 年間等に

延長 

10 年以内に

延長 

10 年以内に

延長 

10 年以内に

延長 

10 年以内に

延長 

③  意見なし 意見なし 意見なし 事業者支援の

ため継続した

い 

※⑤と同じ 

④  補助が大きいほ

うが事業主の支

援にはなるが、

予算面を考慮し 

た場合に慎重な

判断が必要 

現行のまま 現行のまま 事業者支援の

ため継続した

い  

現行のまま 

⑤  協調融資の限

度額を引き上げ

る場合は預託金

の積み増しが必

要 

現行のまま 現行のまま 現行のまま ※①②を変更

する場合は預

託金の増額又

は利率の引き

上げを希望 

 

（その他意見） 

 ・中小企業制度融資拡充に加えて、企業の誘致や、補助金・助成金等、地域の活性

化につながる施策を期待する。 

  


